
 
 

 
 

農業地域の縮小・拡大及び 
都市地域の拡大【諮問事項】 

 
 
 

【縮小】                                         【拡大】     
 
 

 

変更地域名 関係市町村名 縮小面積 
（ha） 

熊本農業地域 熊本市 132.5 

合志農業地域 合志市 63.9 

菊陽農業地域 菊陽町 64.2 

嘉島農業地域 嘉島町 13.4 

長洲農業地域 長洲町 53.1 

大津農業地域 大津町 112.0 

 合計 439.1 

変更地域名 関係市町村名 拡大面積 
（ha） 

熊本農業地域 熊本市 36.7 

長洲都市地域 長洲町 1.1 

 合計 37.8 

資料２別添１ 

変更の概要 

変更地域について 



 
 

 



農業地域・都市地域の

変更について

諮問事項



都市計画法で定める市街化区域と市街化調整区域の区分を定める区域区分を
変更しようとする場合、または、用途地域の設定を行おうとする場合、農振
法で定める農業振興地域の変更が必要となる。

都市計画区域

市街化区域、
用途地域

市街化調整区域 左記以外

農
業
振
興
地
域

農用地
区域 重複不可

重複可
（農用地区域の土地利用
を優先）

重複可
（農用地区域の土地利用
を優先）

農用地
区域外 重複不可

重複可
（農業上の利用との調整
を図りながら都市的な利
用を認める）

重複可
（農業上の利用との調整
を図りながら都市的な利
用を認める）

【都市地域と農業地域が重複する場合の考え方】

市街化区域の拡大・縮小 ⇒ 農業振興地域の縮小・拡大
（都市計画区域区分見直し）

用途地域設定 ⇒ 農業振興地域の縮小
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菊池
〇都市計画区域とは
一体の都市として総合的
に整備・開発・保全すべき
区域。本県では17の都市計
画区域を指定。

〇区域区分とは
市街化区域（市街化を図
るべき区域）と市街化調整
区域（市街化を抑制すべき
区域）の区分。都市計画区
域について無秩序な市街化
を防止し、計画的な市街化
を図るため必要があるとき
は定めることができる。

〇用途地域とは
建築物の用途、容積率、
建ぺい率及び高さ等を規制
することで、適正な機能と
良好な環境を有する健全な
市街地を形成するため定め
る都市計画。第１種住居地
域、準工業地域などがある。

長洲
都市計画区域

荒尾
都市計画区域

熊本
都市計画区域

玉名
都市計画区

域

宇城
都市計画区

域

阿蘇
都市計画区

域

大津
都市計画区域

御船
都市計画区

域

八代
都市計画区

域

人吉
都市計画区

域

芦北
都市計画区

域

【参考】県内の都市計画区域

山鹿
都市計画区

域
菊池

都市計画区
域

宇土
都市計画区

域

水俣
都市計画区

域

本渡
都市計画区

域

牛深
都市計画区

域
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（１）

熊本都市計画区域区分見直しに伴う

農業地域の区域の変更

（熊本市・合志市・菊陽町・嘉島町）



概 要

・熊本都市計画区域では市街化区域と市街化調整区域の区分を定め

る「区域区分」を設定し、おおむね１０年に１度見直しが行われて

いる。

・今年度、区域マスタープランや市町マスタープランに示された土

地利用方針との整合性、及び市街化区域周縁部の宅地化や市街地開

発事業の進捗を考慮し、都市的土地利用の拡大が確実と見込まれる

区域の市街化区域編入等の区域区分の見直しが予定されており、そ

れに伴い、農業振興地域の変更（縮小・拡大）を行うもの。

【市街化調整区域から市街化区域へ変更⇒農業振興地域の縮小】
熊本市、合志市、菊陽町、嘉島町：276.5ha変更

うち諮問対象274.0ha

【市街化区域から市街化調整区域へ変更⇒農業振興地域の拡大】
熊本市：45.6ha変更

うち諮問対象36.7ha ４



●区域の範囲

市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域

都市計画区域外

熊本都市計画区域

熊本市（一部除く）
合志市
菊陽町
益城町
嘉島町 河内町

２
市
３
町

出典：国土地理院
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区域区分（線引き）の変更

（現在） （変更後）
都市計画区域 52,729ha → 52,729ha
市街化区域 12,696ha → 12,983ha 
市街化調整区域 40,033ha → 39,746ha ６



合志市：須屋①地区（18.25ha）

合志農業地域（1）：須屋地区（3.53ha）

合志農業地域（2）：豊岡①地区（29.45ha）

合志農業地域（3）：豊岡②地区（16.04ha）

合志農業地域（4）：幾久富地区（14.85ha）

菊陽農業地域：原水駅周辺地区（64.24ha）

嘉島農業地域：蔵園地区（13.35ha）

熊本農業地域（1）：北区植木町広住地区
（3.94ha）

熊本農業地域（2）：東区小山3丁目外地区
（8.45ha）

熊本農業地域（3）：東区戸島西4丁目外地区
（11.37ha）

熊本農業地域（4）：東区戸島西5丁目外地区
（7.67ha）

熊本農業地域（5）：東区佐土原3丁目外地区
（10.50ha）

熊本農業地域（6）：中央区出水7丁目地区
（10.90ha）

熊本農業地域（7）：南区野口3丁目外地区
（22.08ha）

熊本市：即9：南区近見3丁目地区
（0.91ha）

熊本農業地域（8）：南区近見6丁目外地区
（ 3.99 ha）

熊本農業地域（9）：南区御幸笛田6丁目外地
区（11.07ha）

熊本農業地域（10）：南区良町4丁目地区
（8.74ha）

熊本農業地域（11）：北区硯川町外地区
（3.72ha）

熊本農業地域（12）：西区上代10丁目地区
（4.15ha）

熊本農業地域（13）：西区城山下代3丁目外
地区（7.68ha）

熊本農業地域（14）：南区富合町古閑外地区
（ 12.78ha）熊本農業地域（15）：南区合志3丁目外地区

（5.46ha）

熊本市：即18：北区徳王2丁目地区
（0.12ha）

熊本市：即19：北区飛田3丁目地区
（0.15ha）

熊本市：即2：北区龍田4丁目地区（1.26ha）

熊本市：即20：北区龍田4丁目地区（0.08ha）

出典：国土地理院

市街化区域への編入 ＝ 農業地域の縮小
７

※今回の諮問対象は黄色着色箇所のみ



① 熊本農業地域の縮小・拡大
所在地 熊本市北区植木町広住地区 他18地区

農業振興地域面積（変更前） 25,483.0ha

農業振興地域を縮小する面積 132.5ha(熊本市北区植木町広住地区 他14地区)

農業振興地域を拡大する面積 36.7ha(熊本市東区上南部1丁目外地区 他3地区)

農業振興地域面積（変更後） 25,387.2ha

変更理由 【農業振興地域の縮小】
本区域は開発許可等により基盤整備が行われ、市街
化区域と同程度に市街化されていることから、市街
化区域に編入をする（既成市街地）ことに伴い、農
業振興地域を縮小する必要がある。

【農業振興地域の拡大】
本区域は土砂災害特別警戒区域に該当又は河川改修
の整備完了に伴い、河川区域が変更されたことから、
市街化調整区域へ編入することに伴い、農業振興地
域を拡大する必要がある。
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熊本市：逆1：北区楠野町地区
（0.03ha）

熊本市：逆2：北区西梶尾町地区
（0.05ha）

熊本市：逆3：北区鶴羽田町地区
（0.07ha）

熊本市：逆13：西区島崎7丁目地区
（0.03ha）

熊本市：逆14：西区池上町地区
（0.05ha）

熊本市：逆15：西区池上町地区
（0.02ha）

熊本市：逆16：西区上代1丁目地区
（0.01ha）

熊本市：逆17：西区上代1丁目地区
（0.02ha）

熊本市：逆18：西区横手2丁目地区
（0.82ha）

熊本市：逆19：北区弓削6丁目地区
（0.93ha）

熊本市：逆20：北区龍田7丁目地区
（0.51ha）

熊本農業地域（16）：東区上南部1丁目外
地区（6.02ha）

熊本市：逆22：北区龍田1丁目外地区
（3.25ha）

熊本市：逆23：北区龍田1丁目地区
（1.25ha）

熊本農業地域（17）：東区下南部2丁目外
地区（20.22ha）

熊本農業地域（18）：東区新南部5丁目外
地区（7.14ha）

熊本農業地域（19）：東区新南部1丁目外
地区（3.36ha）

熊本市：逆27：東区渡鹿8丁目地区
（0.74ha）

熊本市：逆4：北区鶴羽田町地区
（0.10ha）

熊本市：逆5：北区鶴羽田2丁目地区
（0.28ha）

熊本市：逆6：西区池田4丁目地区
（0.24ha）

熊本市：逆7：西区池田4丁目地区
（0.13ha）

熊本市：逆8：西区花園7丁目地区
（0.13ha）

熊本市：逆9：北区清水万石1丁目地区
（0.02ha）

熊本市：逆10：西区小島9丁目地区
（0.05ha）

熊本市：逆11：西区小島8丁目地区
（0.01ha）

熊本市：逆12：西区島崎7丁目地区
（0.07ha）

出典：国土地理院

市街化調整区域への編入 ＝ 農業地域の拡大
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※今回の諮問対象は黄色着色箇所のみ




